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脳振盪報告書（兼脳損傷等報告書）改訂について
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•頭部外傷については 脳に目に見えた傷がない（つまり画像診
断に基づかない）脳振盪とCTやMRIを元に医師が診断する
器質的脳外傷の二つに分けられる。JRFU独自に脳損傷を以
下のように定義。
「CT/MRI等の画像によって診断できる、外傷による骨や
脳の外傷とし、脳挫傷、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下
出血、眼窩骨折を含む頭蓋骨骨折等を指す」

•報告書式は、従来の『脳振盪・脳振盪の疑い報告書』を発展
させ、『脳振盪報告書兼脳損傷等報告書』に改訂。

•脳振盪だけではなく、重症傷害に相当しない頭部外傷も報告
できることが目的。

『脳振盪報告書(兼脳損傷等報告書)』への改訂
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•以下、2点のガイド追加・プロセス変更の通達を発行。

➢脳損傷を、CT/MRI等の画像によって診断される骨や脳の
外傷（急性硬膜外血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、眼
窩骨折を含む頭蓋骨骨折等であり、単なる頭皮の傷は除く）
とする。

➢復帰までの期間は原則、急性硬膜下血腫と同様に受傷後
6ヶ月以降だが、ある種の脳損傷については主治医の判断に
基づき、受傷後3ヶ月以降6ヶ月以前の復帰も可能とする。

脳損傷からの競技復帰に関するガイド改訂
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主な変更点について①

脳損傷の定義について説明文を追加
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主な変更点について②

見舞金請求書の提出、および重症傷害報告書の提出に関する案内文の追加
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